
 

                                   
 

 

 

 

 

 

長万部町森林整備計画書 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      自 令和 7 年 4 月 1 日 

                計画期間               

                      至 令和 17年 3 月 31日 

                     （令和８年４月１日変更） 

 

 

北 海 道 

長万部町 
 

 



 

 

変 更 理 由 地域森林計画に適合させるための変更 

 

 

 

 

変 更 内 容 

Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項のうち、２森林整備

の基本方針、（３）その他必要な事項について記載内容を見直し。 

Ⅱ 森林の整備に関する事項のうち、第２の造林に関する事項、１人口造林に関す

る事項、（２）人工造林の標準的な方法の植栽時期について見直し。 

Ⅲ 森林の保護に関する事項のうち、第２森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防

その他の森林の保護に関する事項、（２）その他について記載内容を見直し。 

その他様式に合わせた文言の修正。 

変 更 計 画 が 有 効 

と な る 年 月 日 
令和８年４月１日から適用 

 

 

 

 

 


